
 

 

2025年 年間医療費通知発行のお知らせ 

（2025年 1月～11月診療分） 

 

 

2025 年『年間医療費のお知らせ』を配付します。 

この『年間医療費のお知らせ』は、確定申告を行う際の医療費控除の手続において、医療費

の明細書として使用することができます。なお、『医療費通知のお知らせ』には、2025 年 1 月～

11月診療分が記載されています。 

記載のない 12 月分の医療費がある場合は、お手持ちの領収書に基づき「医療費控除の明細

書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります。 

詳細については、配付された『年間医療費のお知らせ』をご確認ください。 

 

1．対象診療月 2025 年 1月～11月診療分 

（12 月診療分は、受診時の領収書に基づいて医療費控除の明細書の記入が必要です。） 

 

2．配付時期  2026 年 2月 10日から 13 日までに配付 

※社内便にてお送りします。庶務担当者の方ご協力よろしくお願いいたします。 

 

3．ご質問等ございましたらトプコン健康保険組合までお問い合わせ下さい。 

  お問い合わせ先：03-3966-1244 kenkouhoken.kumiai@topcon.co.jp 
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